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社会保障審議会年金部会  

パート労働者の厚生年金適用に関するヒアリング資料  

日本女子大学  

大沢真知子  

1．戦後の女性労働者の変化  

均等法以前世代  

均等法世代  

バブル崩壊後世代  

2．女性の就業決定要因の変化  

「ダグラス＝有沢の法則」（夫の所得水準が妻の就業選択確率にマイナスの影響  

を与える）の変化  

3．国際比較でみた日本の女性労働者  

35歳以降では有業率と学齢とのあいだに負の相関がある  

4．税制度・社会保障制度が女性の労働供給にもたらした影響   

就労調整をする女性がふえる   

ただし95年から01年にかけて就労調整をする既婚女性は減少  

している→男性の雇用保障の低下、失業率の上昇、男性の所定内  

給与額は90年代にはいってほとんど上昇せず、2005年には前  

年比で0．5％減少している。2006年では4年ぶりに1．2％  

増加した  
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「あなたは何らかの年収調整または労働時間の調整をしていますか」とい  

う質問に対する回答  

90  95  01  

調整をしている  

関係なくはたらく  

調整の必要がない  

わからない   
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出所：厚生労働省「パートタイム労働者総合実態調査報告」  

5．非正規労働の増加と年金制度  

第2号，第3号の減少と第1号の増加  

6．非正規労働者の増加はなぜおきたのか  

国際比較からみえてきたもの  

産業構造の変化（経済のサービス化）  

デモグラフィツク要因  

多様な働き方のニーズの高まり  

景気要因（経済のパフォーマンス）  

需要要因（経済のグローバル化）  

コスト要因  

→おもな要因は需要要因  

（例外  オランダ）  
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7．社会保険制度が正社員中心であることが、非正規労働者の増加の一因とな  

っている  

非正規労働者の増加は先進国一般にみられる現象だが、なかでもパー  

トの増加が著しいのが日本の特徴  

→ パートを雇うとコストが削減できる構造が存在する  

8．諸外国の年金制度  

ー→事業主の採用に中立な制度を作る  

9．適用拡大は労働者にどのような影響を与えるか  
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『家族の変容とジェンダー  

ー少子高齢化とグローバル化のなかで』  
（富田武，李静和 編）  

日本の社会システムは、夫が世帯主として鹿済的な着任を負い、套が家事  

や育児などの無償労働を行なうという夫婦の分業が前綬となってつくられて  

きた。その仕親みが、経済のサービス化や国際化が進んだいま、非正規労働  

者の増加や世帯間の経済格差の拡大、さらには世代間の負担甲不平等などの  

間蘭をもたらすようになっている。   

最近の年金の空洞化の原田をみ去と、若者のあいだで未納率が日立つ。そ  

の一方で、おもに専業主婦が加入している第3号被保険者数が減少している。  

背後には、専業主婦の数が減少するとともに、労働力に占める（社会保険料  

の負担のない）非正規労働者の割合がふえているという実薙がある。   

塵済変化と年金制度とのあいだにはどのような関係があるのだろうか。年  

金制度が、非正規労働者の増加や格差の拡大に寄与しているという面はない  

のだろうか。   

本章では、経済変化に対応して女性や家族がどのように変化してきたのか  

をみるとともに、現在おきている労働力の非正韻化と年金利度との関連につ  

いて考えてみたい。   

7 日本経済の変化と女性労働の世代間の寧化  

日本の女性労働の変化を考えるうえで重要なのが、女睦を取り巻く蓮開   

A  



第2章 読後の女性労働の変化と年金制度 33  

2＿均等法世代  

1986年に男女雇用機会均等法が施行された。この年の既婚女性の雇用就業  

率は約3割である。女性にも総合職への道が聞かれるようになる。この均等  

法を境に、女性の高学歴化が加速化する。   

女性の高学歴侶・ま60年代から70年代にかけて進むが、その多くは短大に進  

学していた。ところが均等法施行以後軋大学に進学する女性がふえ、進学  

率の男女差が締まる。   

そして、高学歴の女性を中心に晩婚化や晩産化が寧著見なり、出生率が低  

下する。挽ヒ同居する若者の増加が社会問題としてとりあげられるようにな  

り、「パラサイト・シングル」という言葉で表現されたっ同時に離婚率も高  

まり、活婚が永久就職ではなくなっていく。   

ただし、「子どもは自分の手て育てたい」という女性の意識は娘掛1。高  

学歴の女性は二つのグループに分かれる傾向がある。厳統就業を念頭に卒業  

後の職業選択も継続が可能な載業を選ぶタイプと、結婚後は専業主婦になる  

ことを想定しているタイプの二つである。前者は専門吸を選ぶ傾向が強く、  

後者は・事務扱が多い（大沢2004）。また、後者は前者にくらべて盾婚や出産  
の時期が遅くなるものも多く、夫の所得が安定している場合には、出産後は  

家庭に入る女性が多い。   

32   

墳の変化である。なかても二つの大きな経済変化が戦後の女性労働者に大き  

な影響を与えているユーつは、（1）製造菓が中心の社会からサービス中心の社  

会へ移行したこと、もう一つは（2）グローバル経済イヒの進展である。   

この二っの経済変化のうちのサービス経済化隼もっとも大きな影響を受け  

たのが、均等法世代である。ここでいう均等汝世代とは、1986年から90年ま  

でに学佼を卒業した世代をさす。そして、サービス経済イヒによる追い風と経  

済の国際化による逆風を受けて二極化したのがバブル崩壊後世代である。こ  

の世代は91年以鱒に新卒で労働市場i・こ参入している。 

そして、これら二つの世代とは異なり、製造業が中心の時代に労働市場に  

参入したのが、均等法以前世代である。1986年以前に学校（最終〉 を卒業し  

就職した世代で、現在の社会保軽部度は、この世代を前掟に設計きれている。   

以下ではそれぞれの世代の就業パターンや括搾■出産のバターンの特徴を  

みていこう。   

1均等法以前世代   

この世代の特徴は、結婚後に雇用労働者として働く女性が非常に少ないこ  

とである。家計の所得が倍増しキことて、娘を大学進学させることができる  

ようになり、女性の高学歴化が進んだ．また、経済が次第にサービス部門に  

シフトすることによって、結婚前に働く女性が増えた。しかし、結婚後は多  

くの女性が家庭に入った。   

結婚適齢期や「篇姫したら子どもを持つ」といった社会規強に強く影響さ  

れており、結婚は「結婚適齢期」といわれた20代前半に集中している∴また、  

発1子の出産も巌婚1～2年後に集中しており、7～g割の女性がこめ時期  

に第1子を出産して、′〕る。   

既婚女性の就業率1ま、夫の所得水準が低いほど高く、既婚女性の就職はお  

もに製造業で、パートタイム就労するケースが多かった（製造業で働く既婚  

女性が多いのは日本の特徴であり、そこでの労働はおもにこの世代の女性に  

よって供應された）。  

3 バブル崩壊後世代  

バブル崩壊後のもっとも顕著な辞鋸ま、男性の労働市場が大きく変化した  

ことだろう。男性の雇用保騰が低下し、賃金形麿が長期雇用を前提とした年  

功的な賃金体系から短斯の成果を重視する、成果主義の賃金制度に大きく変  

化した。   

また、日本の企業の女性商用にも大きな変イヒがみられる。1996年と2001年  

を比較すると、東金水準の高い企業規模の大きいところで大卒女性の採用が  

ふえてきており、能力・意欲ともに高い女性が、その実力を発揮する機会が  

広がってきている（経済産業省28帖）。   

その一方で、従来は既樗女性の就業形態といわれたパートタイ′ム就労に多  

くの若者が参入するようになっている。女性の正社員数は、g2年の‖18万人   
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これが少子化を進めるのである。   

いまのべた変化はアメリカで削960年代から起き、1970年代¢なかばごろ  

にはその変化がより鮮明になってl・ゝる。これはアメリカで埠、「静かな革命j  

（Sub亡1e Revolutioれ）と呼ばれ、この変化にともなって社会制度の改革が行  

なわれている 〈Smi山1979）。また、他の先進国でら70年から80年にかけて、  

同様の変化を革調ルている。なかでも女性の高学歴化がいちじるしく進んだ  

ことは特筆に伍する。  

1世帯の所得水準と妻の有業率の開陳の変化   

世帯の所得水準と妻の有業率とのあいだにはマイナスの関係がみられ、こ  

れを日本ではダグラス＝有沢の法則ヒ呼んでいる（労働経済学でi・ま、労働供  

給における所得効果と呼ぷ）。   

この関係が成り立らているかどうかを確許するために、小原は、家計経済  

研究所によるパネルデータを使って真の所得水準を川分位に分察し、夫の所  

得水準と妻の有業寧との関係を93年ヒ96年とで比較している。その結果、93  

年皇では夫の所得が高くなるほど妻の有業寧は低くなるといった関除が弱い  

ながらもみられるが、96年にはその関係は．統計的に支持されないほどに弱ま  

ってt・ゝることを発見している（小原2DOい。   

それと同時に、93年と96年を比較すると、第8分位や第9分位といった比  

較的所得水準の高いところでの女性の有業率が伸びて■′｝る（表2－1〉¢小原  

は、これを、夫の所得水準にかかわらず妻が就業決定をするようになってき  

たことの現われとみている。   

サービス経済イヒのもう一つの特徴は、性による賞金の格差よりもスキルに  

ょる魔善が大きくなることである。右れが仕事格差を生み出すとともに、熟  

練度の低い労働者の賃金を下げ、男性の失業率を高めるb   

図2－1は、男性正社員の1時間当たりの平均所定内給与を108ヒして、女  

性正社員、男女パートクィアーとの賃金格差をみたものであるD正社員のあ  

いだでは男女間の賃金格謝離別、している。この理由は女性の高学歴化や勤  

兢年数が長くなったことなどによって賃金が皐昇したこともあるが＼男性の  

賃金が伸び悩んていることも、格差の縮小を進める要因となってt）る。   

3⊥l   

から批年には1009万人へと109万人減少し、パートタイマーが559万人から  

71g万人と160万人増加してtう．る。   

採用において正規のポストが減少し、女性労働者のなかでの二極化が進ん  

でいるのである。80年代には28代の独身女性のほとんどが正社員として働い  

ていた。ところが98年代に入ると、若者のあいだで正社長比率が大きく減少  

し、それに代わってパートアル 

2005）。   

なお、このような二撞化は、女性だけではなく男性においても起きている。  

臭が失業したり、予期せぬ埋由で所得が減少したために、再就織をする女性  

もふえている。最近の特徴はこ 0～3歳の子どものいる母親の就業率の上昇  

であ畠。2000年から掴年にかけて、このグループの女性の就業率は＼22％か  

ら27．8％に高まっている。女性の再就職の時期が急速に早まっていることが  

予想される（野口2DO4）。   

また、経済的な理由で結婚できない、あるいは結婚しても希望するだけの  

子どもが産めなし〕若者も増えはじめているっ   

2女性の鱒決定要因の変化  

経済のサービス化や情報化がもたらすもっとも大きな変化は、「妻の就業  

は大の所得水草に依存する」（ダグラス＝有沢の法則）という夫の所得が妻  

の就業に与える影響が弱まり、それに代わって、妻の学歴やキャリアの蓄積  

などが就業の決定要因になってくることである。   

このことが男女間の賃金格差を縮小させ、夫婦の関係を変え、子どもを持  

つことの意味を変える。男女間の真金超善が大きいと、夫が外で稼ぎ、妻が  

家にいるとし）う夫婦の性別役割分業が合理性を持つ。しかし、この格差が縮  

小すると、この分菜のメリットが減少し、代わって男女のパートナーシップ  

を基本とした夫婦関係が望まれるようになる。また、子どもを持つことも夫  

婦の選択の時代になり、子育てに直接的、間静的にお金がかかる場合には、  

子どもを生まない、あるいは出産を抑制する。そして仕事と子育てとの両立  

がむすかしいと、高学歴の妻（世帯）の子どら数が少なくなる傾向がある。  
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回2－1労他者の1時間当たり平均所定内艇与格差の推移   蓑2－1夫の所得と妻の就業状況  

川分位  最小一最大  有業牢  （うちフル タイム宰）   平均  u 標準備羞  意力、一最大  

19野牛全体  6gO－1511  36％≠（5之％〉  円   ～216・6  1三泊．6   5－680  685   
ロー2別  38   （山）  162．2  11ユ．0  35－550   69   

299－33D   3£  i79．4  1（】0．7  15－3DD   69   

3   340－4DO  216＿7  147＿7  5－55D  120   

4   弗5－420  rさ7）  ・；沌3．呂  1之L．1  了Z－376   Zl   

5   421－d60  34   （50〕  加7・5  1ユ5．2  6Z－480   7」   

6   イ6ヰー50【）  32   （66）  ヱ74．8  168．0  1（ト5伯   91－   

J7；5ロ3－5軋idl  （揖）  176．2  13l．3  2トヰ18   39   

8  542－60（l  269．9  193，d  10－6DO   9（I   

9   以）一之－690  269．8  195．4  4D－579   

1D   G95－1511  Z2   （20）  155．5  ほ3．4  40－ヰ20  舶   

1粥6年全体  D－20（）け  d2％  （J7％）  213．D  167．4  10－672．  533   

D－300  53   155．7  上10．9  38－d88   60   

2   閑9－360  ‖‾  （62）  230．9  126．2  72－55D  哨  

365一朝0  j7   （60）  2α7．上  126．4  5（ト130   53   

」川一45〔l  37  （35）  18J．0  114．9  Zロー52U   

j51－∽D  49   （j7）  199＿8  142．9  一名－5〔10   61   

6   石OZ－550  （17）  161．9  133＿9  12－400   舶   

7   555－6D【l  49  （17）   Z37．3  194＿1  Z8－629   65   

8 8 61（卜675  dg   （5D）  318J8  2鍋．b  1【ト65D  4Z   

即6－770  40   j  Z4呂．6  228．ユ  70－67Z   5ユ   

776－2り00  19   （舶）  19こi．9  2【19．1  3車515   53   

平成元   3  ぎ  7  9  】1  り  15 16 年   

注：1．厚生労他省「卓金構造基本統計諦査」より作成。  

2．男性一段労晩春の1■時間当たり平均所定内給与額を100として、  

各区分のユ時間当たり平均所定内給与額の水準を算出したものであ  

る。  

出所：内閣府「男女共同参画白書」平成17年板。   

男牲労働者の所定内給与額は3年連続で前年を下回っている。その一方で、  

男性の正社員とパートタイマーの賃金格差は拡大し、日本においてもスキル  

鵡差が大きくなっていることがわかる。  

2 国魚比較でみた日本の女性労働の特徴   

静かな革命Iま他の先進国同様、日本においても進展していることは、夫の  

所得水準l・こかかわらず就業を決定する女性がふえていることや出生率の低下  

などの現象によって推測することができる．しかし、国際比較をしてみると、  

日本固有の特徴も明らかになる。その一つは、女性が結婚や出産で労働市場  

から退出する傾向が、他の国よりも強く観察されることである。   

厚生労働省の「第1回21世紀出生時廊漸調査」（2002）をみると、第1子  

出産の1年前には73．5％の女性が緻いていたが、結婚半年後で67・4％は仕事   

出所：小原美紀｛2001）「専業主婦は裕福な家庭の象徴か？：妻の就莱と所得不平等に税   

制が与える影響」、ほ本労掛研究是認」no＿d93、P．20。  
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固2－3 有配偶女性の学盈別年齢脂級別有業率の推移  

≡蛤   

囲2－2 女性の学匠別労働力幸の国際比較（25～64最）  
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山所：厚生労働省「如く女性の実胤平成16年嵐  

資料：総革省璃計岸一説集荷造基本調査」平成一年、9年。   出所：最生労蘭省l働く女性の実情l平成ユ6年版。  

ここには、日本特有の税制度・社会保障制度も影響している。以下では、  

日本の税・社会保障制度がもたらす既婚女性の労働供給への影響についてみ  

てみよう。  

j税制度・社会保障制度と既賠女性の労働供給  

既婚女性の労働供爺の選択は、夫の所得と自分自身が働けば得られる市場  

賃金率に影響を受けるとのべた。税制度や社会保障制度はこの両者に影響を  

与えることで、夫婦の労勒供給に影響を与える。もし税制度や社会保障制度  
が夫婦（世帯）の労傲供給選択に中立に設計されていれば、所得分布は正規  

分布をするはずである。   

因2－4は、35～49歳の雇用者の所得分布をみたものである。これをみる  

と、男性では、正規分布に近い形をしており、低所得層（年収150万円以下）  

の分布のすそ野が広がっている。ところが、女性の場合は、50～川0万円の   

を辞めている。   

その理由をみると、子育てをしながらでも働きつづ抄られる制度や牧場環  

境がないからという回答が、鮮続が国対な理由としてむっとも多く掲げられ  

ている∴事実、女性の有業宰を配偶閑・係別にみると、ユ971年から02年にかけ  

てもっとも大きく伸びているのは、◆独身の女性の有業率であ早。   

その結果Jサービス鹿済化が多くの先進国では既婚女性の陣場進出につな  

がっているのに対して日本では独身の女性が晩婚化すること五サービス部  

門で高まった労働需要に対応したと思われる。その結婚を遅・らせた世代の多  

くが、団塊世代ジュチア世代である0それが出生率の低下につながっで′Jる0   

もう一つの特徴は、他の国にくらペて日本では高学歴の女性の労働力奉が  

低いこと（囲豆－2）と、いったん退職したあと、学歴の高い女性ほど再就  

職挙が低いことである。  

図2－3は、年蹄籍層別の女性の有業率を学歴別にみたものであるが、35  

歳以降では、有業率と学歴の関係が逆転してt】る。  
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回2－5 妻の所得変化に対する世帯実所得（60万円～168万円拡大図〉  

〔自給ほも0円の場合）  

qO  

図2－4 j祈矧階級（雇用就業者総数）  
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 資覇：絵談省流引局「就業僻遠基不調杢」2802年より作成。  

七ころと380一〉400万円ところに分布のピークがある。正社員とパートタイマ  

ーで所得の分布が異なるからてある。   

つま▲り、女性の多くがパートタイマーとして年帆80万円未満の所得を得  

「 る動敏づけがある㌣とがわかる。その動麟づけをしているのが日本の掘削  
度・社会保障制度である。   

日本の税・社会保障制月別・ま、なぜユ00万円未嘩の所得を得るインセンチイ  

ブを既婚女性（妻）に与えているのだろうれ   

図Z－5は、平均的な夫の年収（548万円）をもとに、妻の時給が12印円で  

あった場合に、妻が労働時間を増やすと、夫婦合算の税引後の所得にどのよ  

うな変化がみられるのかシミ 

ここからわかるように、このグラフは、のこぎりの歯のようになっている。  

一つのピークは103方円、もう一つのピークは130万円にある。この二つの妻  

の年収の水準で所得の逆転現象がおき、妻の労働艶給を抑制す畠′インセンテ  

ィブが生じている。   

婆の年収別03万円までは、世帯主に被扶養家族がいるものとして、夫の  

所椿から配偶者控除（38万円）が認められて、夫の税負担が塵くなる。とは  

いうものわ、（図表の点線と実線とを比較すればわかるように）この税制度  

8D  90 100 I柑 1卸 1刃 1旬 150 1幼  
妻の給与両得（万円）  

8）  7q  

出所：農済産業省r男女共同参画に関する研究会」報告書、2抑D年。  

そのものはそれほど大きな影響をもたらしてはいない。   

のこぎりの歯（所得の逆転現象）を形成しているのは、この103万円のと  

ころで配偶者手当の支給を打ち切る企業があるからである。日本の約半数の  

企業が配偶者手当を支給しているが、そのうちの且劃が非課税原皮額口O3  

万円〉で、支鮨を打ち切っていると答えている。  

130万円のところでの所得の減少は、社会保険制度と医療保倹制度によっ  
てもたらされている。日本では、すべての国民が年金制度に加入しており、   
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サラリーマンや公潜貞は「男2号被保険者」、第2号被保険者の配偶者で年  

収が130万円未満あるいは収入のない主婦が「第3号被保険者」、そしてサラ  

リーマン以外の自営業、アルバイト、学生、失業者や無業者が「岸1号被保  

険者」と分渥されている。   

この第3号被保険者であれば、年収が130万円までは、社会保険の支払い  

義帝がない。なお、現在、社会保険料は13．58％であるが、図表の讃算は、  

2000年度の制度にもとづいて計算してt・）る。妻の年収が130万円を超えると、  

国民年金制度や国民腱康保険制度に移行するためにこの試算では、約18万  

58DO円負担が増えることになる。   

このような制度によって、事業主はパートタイマーの時給を上げるインセ  

ンチイブを持たず、働く側も非課税限度額以上働くインセンチイブを持たな  

い。結果として、パートタイム労働者の賃金が低く抑えられてしまうのであ  

る。   

既婚女性の3割から4部が、この制度を意識して、就労を調毯すると答え  

ており、制度が実際の既婚女性の労働供給を抑制していることがわかる。   

そして、日本で35歳をすぎると、女性の学歴と有業率のあいだに負の関係  

が存在するのは、高学歴の女性ほど高い労倦条件の仕事を際しているのに対  

して、その条件に見合う仕事が労働市場にあまりないからである。また・、高  

い労働条件の仕事は、会社の命令に対して拘束的な働き方が要求される。家  

庭貫任（家事や育児の責任）を負っている既婚女性が、そのような働き方を  

するのはむずかしい。結果として、働かないという選択をする女性が高学歴  

者ほど多くなるのである。   

4労働力の非正規化と年金制度  

いまのべてきたような議論はさして目新しい議論ではない。多くの研究者  

によって指摘されているし、研究の蓄積も多い。   

しかし、邪年代に入って、経済の国際化が進むなかで、この覗・社会保障  

制度における第3号被保険者制度の存在は、労働供倫ではなく、労働需要サ  

イドに大きな影響を及ぼす制度になっている。この点についての議論はまだ  

第2幸 戦後の女性労帥の変化と年金剋度 43   

表2－2 国民年金制度の加入者数の推移  

（万人）  

第1号被探険者  第2号被保験者  第3号被保険者  

1996   1鋸D   t  3日6S   122β  

ユ997  1936  3日8Z   ユ21陀   

L998   1959   38臥   1L95   

20¢2   草加7   3676   1133   

2003   ヱ237   3685   JIZ4   

資料出所二社会保険庁ー公的年金加入状況等謂査」隔年。  

少ない。   

経済のグローバル化が進み、コスト戯争がきびしくなるなかで、医靡保倹  

や社会保険の支払い義務のない労働者を採用することのメリットが高まって  

きた。その借賃、事業主が社会保険の負担を回避するために非正社員の採用  

をふやしている。96年からの被保険者数の推移をみると、企業の社会保険料  

の負担義務のない第1号が増える一方で、弟3号被保険者の数は多少である  

が減少傾向を示している。  

1国民年金制度の加入者の推移   

日本では、すべての国民が年金制度に加入しており、サラリーマンや公務  

員は「男2号被保険者」、償2号被保健者の配偶者で年収が130万円未満ある‘ 

いは収入のない主婦が「第3号被保険者」、そしてサラリーマン以外の自営  

業、アルバイト、学生、失業者や無業者が「第l号被保険者」と分類されて  

いる。   

表Z－2をみるとわかるように、哉葉形態が多様化するにしたがって、第  

2号被保険者が減少し、第1号被保険者が増加している。   

第2号披保倹者数は2003年には3685万人であるが、1996年では3865万人と   
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表2－4 パート／アルバイト労間者増加の要因分解1992～2000年  

（％）  
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表2－3 正社員・非正社員の割合の推移i下段は繰故に対する割合）  

（100D人）  

供給要因による寄与率  需要要匝による寄与率   

r  バー‾ト   ■  33．2   62．   

注：合計が108％にならないのは、糞差項が存在するため。  

データ出所：線番省l就業構造基本調査」。  

3割を超える雇用就業者が非正社員になっている。ちなみに、ここでいう非  

正社月に臥パート・アルバイ 

まれている。   

とくに興味深いのが97年と2802年の変化である。この5年間だけで正社員  

が約柏0万人減少して 

る。   

しかし、ふえているのは雇用就業者のなかでの非正社月だけではない。雇  

用されない個人事業主もふえている。国際競争が激化するなかで、専門的な  

業務をアウトソーシングした■り、製造業では構内下請けによって直接働いて  

いる企業で採用きれていない労働者がふえている。それらの多くの労働者が  

実際に厚生年金制度に加入しているのかどうかを把撞するのはむずかしL・㌔   

注：役員を除く雇用労働者を経数とする。  

比鼓すると180万人減少しており、代わって男1号被保険者が同じ時期に  

1918万人から2237万人へと32ア万人増加している。2001年には第ユ号被保険  

者は2154万人存在したが、そのうち、保険料納入書は1384万人で、被爆倹者  

の64％にすぎない。   

保険料を納入していないもののなかには免除されているものもいるが、2  

年間に1カ月分の保険料を納めていない未納者も265万人いる。また、制度  

へ加入すべきてありながら未加入者が99万人いるといわれている（平成H年  

国民年金被院険者実態調査）。   

このように保険料の納付率（被保険者のうち免除者を除いて、納付書れた  

月数と納付すべき匪険料の月数の割合）は年々低下しており、平成10年の  

76．6％から平成14年には62．き％へと5年間で13．洩ポイント淑少している。  

平成14年度の納付率を年齢階級別にみると、年齢階層が低いはど納付率が低  

い。40～44煮では納付寧が65．1％であったのに対して、20～24歳で削7．4％  

と低くなってV）る。そして、この若い年齢層で非正社鼻化が急速に進んでお  

り、加入要件を満たさない非正社員の増加が年金利度の空洞化をもたらして  

いることがわかる。   

3 非正規労働者はなぜふえたのか   

以上みたように年金制度の空洞化は、専業主婦が保険料を支払わないこと  

によるよりも、むしろ非正社長や自営業者のなかで社会保険制度への未加入  

者や保険料の未納者がふえていることによってもたらされている■のである。  

今後非正規労働者がふえれば、問題はさらに深刻化するだろう。なぜ、労働  

力の非正規化は起きているのだろうか。   

非正規野馳者の増加要因は、大きく分けて需要要因と供厨要因の二つに大  

別することができる。この二つの要因が非正社員増加をどの程度説明するの  

カゝをみたのが表2－4である。   

それによると、9Z年から2002年までのパートアルバイト比率の上昇のは   

2 正社員の減少と非正社員の増加   

表2－3は、麿務庁の就業構造基本調査から、1，87年から02年にかけて、  

正社貞比率と井正社員比率の推移をみたものである。1987年には役員を除く  

雇桐就業者の8q－3％が正社員、パート■アルバイト、嘱託などの非正社眉は  

19．7％であった。それが2002年では正社員が閑％、非正社員が31．9％であり、  
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とんどが、企業が非正規に採用をシフトしたことによる需要要因によって説  

明できることがわかる。ただし、アルバイト労働者にくらべて、パートタイ 

マーでは供給要因の寄与率が大きく、3一判は供魔安国によって説明できる。  

家族のこ－ズに合わせた働き方をするためにバート就労を希望する人もふえ  

ていることがわかる。   

もっとも興味深いのはアルバイトである。供給要因がマイナスになってい  

る¢ごれは従来アルパハを選びやすい年齢層（10代）の雇用者数が減少し  

たことによって生じている。   

そして、川代でアルバイト数の減少を補ってV）るのが20代である。20へ24  

歳膚の雇用者数i・ま王63万人蔽少しているのに対して、アルバイト数は逆に51  

万人増加している。   

この】0年間て15歳から24歳の労働者数は238万人減少している。しかし、  

アルバイト数月、この10年間に30万人増加している。つまり、10年前にくら  

べて、この年飾磨で、正社員の就業燐会が大幅に減少し、アルバイトが大晦  

に増えたということである。   

企業が採用方針を変えて非正社貞を増やしているのは、経済のグローバル  

化のなかで、変化に柔軟に対応できる労働力が必要になっているからである。  

この動きは先進国叫掛こ広がっている。   

労働力の非正規化を、年金制度との関連で論じれば、事業主の社会保険料  

の負担に、雇用形態による制度的な善が設けられていたり、あるいは、労倒  

者の社会保険料負担がある一蕗の労働者には免除されているような場合は、  

社会保険料の鼻担が少ない雇用形態が必要以上にふえてしまう傾向がある。  

それは、ききi・このべたように、競争囁境がきびしくなるなかで、人件費を削  

減するという事業主のインセンティプが強くなっているからである。   

厚生年金の保険料率iま現在標準額酬の13．58％であるが、これを労使折半  

で支払うので、企業からみると、厚生年金（医療保険）の虹入義務があるか  

ないかによって人件費負担が大きく変わってくるのである。   

社会保険の通用から俊外されているのは、   

①1日の所定労働時間かつ1カ月の勤務日数が一般社員のおおむね4分の  

3以下である。 
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◎年収鱒130万円未満のサラリーマンの妻。   

〈多目々雇い入れられるもの。   

④2カ月以内の期間考定めて使われている者。   

⑤4カ月以内の季節的業務に使用される者。  

である。   

つまり有期契約の労励者や短時間労働者の多くは加入の義務が許されてい  

ないのてある。それが有期契約の労働者やパートナルバイト労俸者をふや  

す一要因になっている。   

4 非典型労働増加と社会保障制度の国際比較   

表2－5は、非正規労働者の社会保障制度への適用要件を国際比較したも  

のである。イギリス、ドイツ、日本において、短時間労働者の適用除外の制  

廣がある。日本では、年収130万円、あるいは労働時間が一般労働者の4分  

の3に満たないものが除外される。イギリスは、時間ではなく過当たりの所  

得が72ポンド（約ユ万3270円）未済であれば適用除外を受ける。また、ドイ  

ツは、遇15時周未済の短時間労働者に通用除外が認められている。   

通用除外の有無と各国のパートタイマー増加の現状をみてみると、適用除  

外のあるドイツやイギリスで増加が大きいだけでなく、正社員とのあいだの  

賃金格差が大きい傾向がある。たとえば、ドイツでは、88年から98年に労働  

力に占め去パートタイマーの割合が13．2％から18．3％に増加している。その  

多くが遇15時間未満働くパートタイマーだといわれている（ホフマン；ウォ  

ルウェ一別03）。また、イギリスでは、細年から98年にかけ七lよ21、9％から  

24．9％と3％の増加にすぎなも）が、オランダについでパート比率の高い国な  

っていろ（大沢＝ハウスマンZOO3）。   

さらに、オランダ、スウェーデン、イギリス、ドイツの4カ国て正社員と  

パートタイマーの賃金格差を比較した研究によると、労働者の属性や人的資  

本の嘗榎度等をコントロールすると、イギリスとドイツでのみ賃金格差が存  

在したが、その他の2カ国では格差は存在しなかった（権丈ほかZOO3）。   

90年代になって経済のグローバ／レ化が進展し、コスト弟争が激しくなるな  

かで、このような要件が非典型労働者の増加と経済的な地位の低下をもたら   



募2葦 戦後の女性労側の賓化と年金制度 49  

本章では、非正規労働者の増加ヒ年金制度との関連について考えた。夫婦  

の分業を前提としてつくられた日本の社会の仕組みが、時代が変わったいま、  

正社員ヒ非正社員の格差を必要以上に大きくする仕組みに変わっている。   

従来は、非正社員の多くは既婚女性であり、世帯主のもとで経済的な操障  

かあった。ところが、いまは、多くの若者が非正社員として働いている。経  

済的に眉立できないので親元で暮らしており、年金制虔にも加入していない。   

本章では、その原因が凝済のグローバル化といった構造変化にあること、  

そのなかで、社会保顔加入要件に、正社員と非正社貞のあいだに差があるこ  

とが、事業主に非正社員を雇うインセンティブを与えていることを指隠した。   

短時間労働者の社会保険料負担を免除している国は他の先進国にもあるが  

（たとえばイギリスやドイツ〉、事業主負担については、原則的には、どのよ  

うな雇用形態で採用されてt・）ても、負担に差がつlナられない制度がつくられ  

ている。   

2ユ世紀は多様な働き方を認める社会がつくられる必要がある。そのために  

雇用形鱒の遠いにかかわらず事業主が社会保険料を負担する仕組みをつくる  

ことが必要なのではないだろうか。  

qa  

表2－5 各国の年金制度、保険料率とヲ巨典型労他者への適用状況  

非典型労馳者に刃ナる連関除外要件  労使による  

負担の割合   短時間傍働者  臨時労働者  

u  

儲誓讐苦諾滝墓昌諾2雪■  

日本   一社会矧険   
きで年収130万  
円未満の者   

1  

雇用形寛のいかんを闘わす適用  

アメリカ  社会保険  t12・鵬  労使新半        （年金額算定の阻拠となる蘇険劉 記録は年73【げル（8万885q円） 以上の収入について行なわれる）  

遥72ポンド（1万3278円年換算  
労川＿0ヲ6   では37現ぷンド（69万0130円））  

社会保顔  21．9［l％          使1ユ．g％  未満の被用者ヒ年収3955ポンド  
（ZOOl）  （72万9030円ク未満の自営業者は  

．強制加ス   

17．90％  全貌  
オランダ  社会踪降   （1≦柏9）    F個人負担   

月収630マルク（ユ方鮒9□円年  

u  

頗男でlま7560マルク（46万9100i  
円）〉未満かつ遇の労働時間が15  
時周東満である場合は注意加入  

労踵折半  

ドイツ≡三社会陳険19．10％・  ．対して年間2カ月または5Dヨ未満  
の短期間雇用の場合を除き．、報酬  
の12％に相当する保険料が賦課さ  
れる〉   

デンマーク   税＋  削．／3l    1月の労飯時間が39時間末弼の労  
社会辣険  度2ノ‘■3  勘考は社会採炭の負担義務が掌い   

季考文献  l  

大沢真知子ノ（2083）「非典型労働の増大と女性の就業選択一日本とアメリカ   

とヨーロッパの比較」、雇用・能力開発機構、財団法人統計研究会F構造調   

整と労働市場：賃金・雇用序造の変化に関する調査研究報告割。  

大沢真知子＝ハウスマン・スーザン願（訓03）（大沢美知子監訳）「射き方の未   

来一非典型労働の日米欧比較j日本労働研究隠  

大沢真知子（2…）「女性の就業と子育てコスト」、毎日新聞社人口問題調査会   

願r超少子化時代の家族意義j毎日新聞社。  

小原美紀（2…）「事業主掛ま裕福な家庭の象徴か？－－一妻の就業と所得不平   

等に税制が与える影響」、一日本労飴研究雑誌j No・493。  

ホフマン■エデルランド；オーリツタ・ウオルウェー（Z8031「デンマークと  

ドイツにおける就業形審の変化：典型的な飽き方はどのように変わるのか」一・   

大沢真知子り、クスマン・スーザン扁（20D3）。   

している。   

適用除外の要件は他の国にくらぺて日本で大きく、それゆえに非典型労働  

者の増大もいちじるしい（とくにアルバイトやバーり。それが年金凱度を  

空洞イとさせている。今後の制度改革においては、とくに事業主負担のあり方  

についての見直しが必要碇なっているのでiまないだろうか。どのような雇用  

形態の労働老を雇うのかは．、個人の事業主の裁量にまかされるぺきであり、  

その選択に社会保険制度は中立に設計きれる必要がある。  
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ハウスマン・スーザン＝大沢真知子「非典型労働の増加の要因と労働市場に与   

える影響に関する日米比較」、大沢美知子＝ハウスマン・スーザン窮   

（2083）。  

経済産業省く加05）r男女共同参画に関する調査一女性の人材活用ヒ企業の   

経営戦略の変化に関する調査J経済産業省。  

橡丈英子、シプ・ダスタフソン、セシール、ウェツツェルズ（2003）「オラン   

ダ、スウェーデン、イギリス．．ドイツにおける典型労働と非典型労附：就業   

選糾と賃金格差」、大沢真知子＝ハウスマン■スーザン腐（20□封。  

永漣伸子（制限）【雇吊形態の多様化・家族と社会保障の形j全国勤労者福祉   

振興陥会。  

野口やよい（加4J「年収上／2時代の再就職」中央公論新社。  

SmiLh≡RabhE．（1979〉．StLb（Le ReL）OEIIEI－0デT，Was仙IgLor）D．C．：TheUrban   

InstiLl止巳．   



東京大学社会科学研究所  

水町助教授  

提出資料   



厚生労働省審議会ワーキンググループ（2007年1月30日）  

フランスのパートタイム労働者と年金制度  

東京大学社会科学研究所 水町勇一郎  

1 フランスのパートタイム労働の現状  

・パー トタイム労働者（週35時間未満労働者）は労働力人口の17．3％（Eurostat2006Tl）  

・1980年代以降、増加基調（1970年代には約6％）  

・2000年以降は17％前後でほぼ横ばい  

←匡頭パートタイム労働に対して「中立的」な法律・労働協約制度  

2 フランスの年金制度（一般制度の老齢年金保険）とパートタイム労働者  

・被用者はすべて被保険者として強制加入。報酬は1eであっても保険料貝武課対象。  

・給付額 ＝ 平均賃金年額☆ × 支給率☆☆ × （被保険者期間／160四半期）  

☆最高の25年間の賃金の平均額（2008年以降）   

柚60歳から満額率（50％）で受給するには160匹I半期が必要。65歳から受給する場合に  

は被保険者期間にかかわらず満額率（50％）。  

・1四半期でも被保険者期間があれば受給権あり。1四半期の被保険者期間は1年にSMIC   

の200時間分の賃金を得れば得られる。全く働いていない者（専業主婦・主夫）には年   

金受給権はない。  

・上記の式で計算した年金額が一定額（139．85e（2006年1月））に達しない場合には、そ   

の年金額の15倍の額の一時金の支払いによって清算される。  

3 示唆  

・労働時間の長さや多様なライフスタイルに対して「中立的」な制度（①保険料賦課・受   

給権付与／（D被保険者期間要件）  

・日本に導入する場合、基礎年金制度との調整の問題あり（国民年金保険料を負担してい   

る自営業者との不公平さ→基礎年金に対応する基礎保険料を課すか？基礎年金を税方   

式にするか？）。   



みずほ情報総研株式会社  

藤森主席研究員  

提出資料   



社会保障審議会・年金部会  

パートタイム労働者の厚生年金適用に関するワーキンググループ  

イギリスの公的年金におけるパート労働者の取り扱い  

2007年1月30日  

みずほ情報総研  

藤森 克彦  

英国の公的年金の体系 （図表1）  

（1）基礎年金：自営業者と被用者は強制加入  

（2）付加年金（国家第二年金／報酬比例年金）：被用者は強制加入  

（3）適用除外制度  

・一定要件を満たす私的年金（企業年金、個人年金、ステークホルダー年金）に加  

入する被用者には、付加年金への加入を免除  

2． 国民保険の適用  

（1）特徴   

・公的年金の財源は「国民保険料」によって賄われている。   

・国民保険料は「年金」「求職者手当」「労働災害」「出産手当」「遺族給付」などを  

包括した総合的な保険制度。  

（2）保険料拠出義務   

・16歳以上65歳（女性は60歳）未満の英国居住者に国民保険が強制適用。   

・ただし、閻）」（2006年度は年収4，368ポこ／ド）  

未満の収入しか得ていない者には、保険料拠出義務が課されていない。（4，368ポ  

ンド≒約100万5千円、1ポンド＝230円で換算）。  

（図表1） 英国の公的年金制度の体系  

（資料）各種資料により筆者作成。   



（3）国民保険料の種類   

A．第1種保険料：被用者を対象（図表2）  

・賃金が、「下限所得」以上で「基準所得（primarythreshold）」未満の場合（年収  

約100万円～116万円）、基準収入で保険料を納付したとみなされる。  

・第1種保険料は、事業主が賃金から源泉徴収をして、所得税と共に歳入税関庁（HM  

Revenue＆Customs）に納付。   

B．第2種保険料： 自営業者を対象  

・年収4，465以上の自営業者に、週2．10ポンドの保険料（定額）   

（∴ 第3種保険料：任意拠出。  

・保険料は週7．55ポンド  

・下限所得未満の被用者や学生などが任意に拠出。   

D．第4種保険料： 高収入の自営業者を対象  

・5，035～33，540ポンド未満の年間利益について8％の保険料  

・33，540ポンド以上の年間利益について1％の保険料  

（図表2）第1種保険料の保険料率（2006年度）  

下限所得  基準所得  上限所得  
£4，368  £5，035  £33，540  

1  J  1  

ー£4，368未満  £4，368′～  £5，035′～  £33，540以上   

5，035未満  33，540未満  

被用者  0％  11％  1％   

事業主  0％  12．8％  12，8％   

備考   保険料拠出義務が  

課されない。  とみなされる  

→受給権なし  

（注）1．年収は被用者のグロス収入。  

2，適用除外制度を活用していない場合。  

3．£4，368≒100万円、£5，035≒116万円、£33，540≒771万円（1ポンド＝230円で換  

算）  

（資料）HM Revenue＆Customs，PAYE and NICs rates andlimits for2006－07，E12（2006）  
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3．基礎年金の受給資格と例外措置  

（1）保険料拠出要件   

（D l年以上の保険料拠出実績（有資格年）があること  

（みなし期間は含むが、クレジット年数は含めない）   

（∋ 満額の基礎年金を得るには、就労年数（通常男性49年、女性44年）に対する有  

資格年（保険料拠出期間とクレジットの合計）が約90％以上あること。これより  

有資格年が少なければ、比例的に受給額が減額。  

→ただし、有資格年が25％以上（通常、10年か11年以上）ないと、そもそも  

基礎年金を受給できない  

（2） 年齢要件：男子65歳以上、女子60歳以上（2010～20年にかけて65歳に引き上げ）  

（3） 保険料拠出要件を充足しやすくするための例外措置  

・やむをえない事情によって保険料拠出年数を充足できないことが考えられるので、可   

能な限り保険料拠出が給付に結びつくように例外措置が設置されている。  

A．所得クレジット（credit of earnings）  

・下記の事情がある者は、保険料を実際に納付しなくても、「下限所得」に対応する   

保険料を拠出したとみなされる。  

→疾病あるいは障害による就労不能、介護手当の受給、勤労税控除を受給、法  

定出産手当の受給、陪審員サービスの実施など  

B．家庭責任保全制度（nome Responsibilities Protection）  

・家庭責任があるために、就労できないか、あるいは「下限所得」未満の収入しか得   

られない場合、必要な保険料拠出年数から、HRPの期間を差し引くことができる。   

ただし、この場合であっても、実際の保険料拠出年数が20年以上は必要。  

・家庭責任保全制度を受けるための要件  

（D16歳未満の子供がいて児童手当を受けていること  

② 恒常的に週35時間以上の長期療養の病人ないし障害者の世話を行って  

いることなど。  
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（図表3）国家第二年金の給付額  

£4，368  £12，500  

（資料）雇用年金省資料により作成。  

£28，800  £33，540   
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5．パートタイム労働者の状況  

（1）「パートタイム労働者」の定義：週あたり労働時間30時間未満の者  

（2）パートタイム労働者の概況（図表4）  

（3）パートタイム労働者の処遇（図表5）  

（図表4）パートタイム労働者の概況  

うちパート  雇用者に占め  パートタイマ  

雇用者数  るパー 
タイマー  

一に占める女  

トタイ マーの割合  女性パート タイマー雇用者  性の割合   マーの割合   

2502万人   643万人   25．7％   514万人   79．9％   42．0％   

（資料）NationalStatistics，FIrst Release：Labouz・脇zせet，Jan．2007  

（図表5）パートタイム労働者の処遇  

グロス週給（中央値）  時間当たり賃金（注）  週あたり平均労働時間  

（単位：ポンド）  （単位：ポンド）  （単位：時間）  

フルタイム  パートタイム  フルタイム  パートタイム  フルタイム  パートタイム   

男性   487．4   126．6   11．71   6．85   40．7   17．8   

女性   386．8   139．1   10．24   7．00   37．6   18．5   

447．1   136．6   11．12   6．99   

全体  39．5   18．4  
（約10 

（注）1．残業代を除く。  

2．「全体」における括弧内は、1ポンド＝230円で円換算した場合の金額。  

（資料）NationalStatistics，FlrstRelease：2006AnnualSuz－VeyOfJbwsaDdEbmIngs，Oct．   

2006  

以上  
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